
『
平
家
物
語
」
の
頼
政
造
形

延
慶
本
を
中
心
に

趙

文

珠

 
 
 
 
 
 
 
 
一
 
は
じ
め
に

 
治
承
四
年
(
＝
八
○
)
五
月
の
高
倉
宮
(
以
仁
王
)
・
源
頼
政
の
謀
反

は
、
そ
の
直
後
の
遷
都
や
、
諸
国
源
氏
の
蜂
起
の
直
接
的
な
引
き
金
と
な
る

歴
史
的
事
件
で
あ
っ
た
。

・
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
は
、
こ
の
事
件
を
頼
政
主
導
の
謀
反
と
し
て
取
り

上
げ
、
一
連
の
以
仁
王
事
件
話
群
を
形
成
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ひ
そ
か
に

平
家
打
倒
の
計
画
を
巡
ら
し
て
い
た
頼
政
が
以
仁
王
を
尋
ね
挙
兵
を
勧
あ
た

と
し
、
そ
の
動
機
を
子
息
仲
綱
と
宗
盛
と
の
馬
争
い
に
求
あ
て
い
る
。

 
頼
政
が
謀
叛
に
関
わ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
『
玉
葉
』
等

の
当
時
の
記
録
類
に
は
彼
が
子
息
た
ち
を
つ
れ
て
園
城
寺
に
参
籠
し
、
以
仁

王
に
加
わ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

 
し
か
し
、
す
で
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、
頼
政
の
謀
反
は
『
平
家
物
語
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

の
語
る
こ
と
と
は
違
っ
て
、
以
仁
王
主
導
の
事
件
だ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
寺

院
勢
力
(
特
に
園
城
寺
)
が
あ
っ
た
こ
と
も
近
年
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
つ

 
 
 
 
 
 

て
い
る
。
後
述
す
る
が
、
後
白
河
院
も
何
ら
か
の
形
で
事
件
に
関
わ
っ
て
い

た
と
見
ら
れ
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
『
平
家
物
語
』
は
事
件
の
実
態
を
語
ら
ず
、
そ
れ
を
も
っ
ぱ

ら
頼
政
の
謀
叛
と
し
て
位
置
付
け
て
お
り
、
諸
本
そ
れ
ぞ
れ
の
構
想
に
あ
わ

せ
て
話
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
特
に
、
頼
政
記
事
の
場
合
は
諸
本
ご
と
に
そ

の
人
物
造
形
と
評
価
が
異
な
っ
て
い
て
、
検
討
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。

 
以
下
、
以
仁
王
事
件
と
後
白
河
院
の
関
係
を
推
測
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て

古
態
本
の
延
慶
本
の
頼
政
造
形
を
考
察
し
て
い
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
二
 
頼
政
謀
叛
と
後
白
河
院

 
先
述
し
た
よ
う
に
、
頼
政
の
謀
反
は
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
の
語
る
こ
と

と
は
違
っ
て
、
以
仁
王
主
導
の
事
件
だ
っ
た
。

 
以
仁
王
に
し
て
み
れ
ば
、
弟
の
高
倉
天
皇
の
即
位
に
よ
り
王
位
へ
の
可
能

性
を
捨
て
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
う
え
に
、
治
承
三
年
の
ク
ー
デ
タ
の
後
、

知
行
し
て
き
た
寺
院
や
荘
園
ま
で
突
然
没
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
と
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ヨ
 

に
平
家
へ
の
不
満
が
強
か
っ
た
は
ず
だ
。
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る
 

 
と
こ
ろ
で
、
清
盛
の
好
意
に
よ
り
従
三
位
に
ま
で
の
ぼ
っ
た
頼
政
が
、
成

功
の
見
込
み
の
な
い
計
画
に
か
け
て
余
生
の
安
泰
を
投
げ
捨
て
た
理
由
は
い
っ

た
い
な
ん
だ
っ
た
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
 

 
頼
政
の
謀
反
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
「
源
氏
と
園
城
寺
の
関
係
」
、
「
渡
辺

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
 
 

党
を
中
間
市
達
者
と
し
て
頼
政
、
文
覚
、
頼
朝
三
者
の
関
係
」
な
ど
の
推
論

が
出
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
「
な
に
が
彼
を
そ
う
さ
せ
た
の
か
、
決
断
の
瞬

間
に
お
け
る
頼
政
の
心
の
う
ち
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う

村
井
康
彦
の
言
葉
の
示
す
よ
う
に
、
い
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
。

 
し
か
し
、
動
機
が
何
で
あ
る
に
せ
よ
、
頼
政
と
以
仁
王
と
を
結
び
付
け
る

何
か
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。

 
頼
政
と
以
仁
王
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
そ
も
そ
も
以
仁
王
と
頼
政
と

を
結
び
付
け
た
の
は
、
以
仁
王
が
猶
子
と
な
っ
て
い
た
八
条
院
に
頼
政
も
奉

仕
し
て
い
た
と
い
う
要
素
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
山
本
幸
司
論
、
「
そ
の
こ
ろ

頼
政
は
、
以
仁
王
の
元
服
し
た
近
衛
河
原
の
大
宮
御
所
に
伺
候
し
て
い
た
と

あ
る
か
ら
、
こ
の
御
所
が
両
者
を
結
び
付
け
る
場
と
な
っ
た
こ
と
が
推
察
さ

れ
る
」
と
す
る
村
井
康
彦
論
な
ど
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

 
以
下
、
両
氏
の
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
頼
政
と
以
仁
王
の
関
係
を
考
え
て

い
く
。

 
ま
ず
、
『
平
家
物
語
』
諸
本
に
共
通
す
る
相
少
納
言
伊
長
な
る
人
物
に
注

目
し
て
み
た
い
。

 
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
高
倉
宮
の
挙
兵
決
意
の
部
分
を
み
る
と
、
「
此

事
い
か
が
有
べ
か
る
ら
む
と
、
浪
々
思
召
さ
れ
け
れ
ど
も
、
少
納
言
と
申
け

る
人
は
、
あ
ご
丸
の
大
納
言
宗
通
卿
の
孫
、
備
後
前
司
季
通
の
子
也
。
目
出

き
相
人
に
て
を
は
し
け
れ
ば
、
時
の
人
、
相
少
納
言
と
そ
描
け
る
。
其
人
の

此
宮
を
ば
、
位
に
即
給
べ
き
相
を
は
し
ま
す
、
天
下
の
事
不
可
思
召
放
と
申

し
か
ば
、
可
然
事
に
て
こ
そ
有
ら
め
と
思
懸
て
、
令
旨
を
諸
国
へ
思
召
立
給

に
け
り
。
」
と
、
事
の
重
大
さ
に
た
め
ら
っ
て
い
た
高
倉
宮
が
相
倍
納
言
と

あ
だ
名
さ
れ
る
人
相
見
の
達
人
伊
長
の
進
言
に
よ
り
挙
兵
を
決
意
し
た
と
あ

る
。 

こ
こ
に
登
場
す
る
翼
長
と
い
う
人
物
は
、
延
慶
本
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
白
河
天
皇
の
寵
臣
だ
っ
た
阿
古
丸
大
納
言
宗
通
の
三
男
に
あ
た
る
備
後

前
司
季
通
の
子
で
あ
る
。
尊
卑
分
脈
に
は
「
相
人
世
伝
相
少
納
言
、
本
宗
綱
」

と
あ
り
、
は
じ
め
宗
綱
と
い
い
、
後
に
伊
長
と
改
名
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 
こ
の
伊
長
こ
と
宗
綱
が
以
仁
王
事
件
に
深
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
彼
が
以

仁
王
を
そ
そ
の
か
し
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
次
の
『
玉
葉
』
の
記
事
か
ら
知
ら

れ
る
。

 
 
十
日
(
略
)
傳
聞
、

 
 
納
言
宗
徒
云
々
、

 
遡
、
根
源
在
此
相
欺
、

 
ま
た
、

聞
相
少
納
言
宗
綱
、

所
逃
向
南
都
之
輩
、
少
々
搦
進
了
、
其
中
有
相
惚

 
 
 
 
 
 
 
 
 
件
男
、
年
来
好
相
人
、
彼
宮
、
必
可
受
国
之
由
奉
相
、
如
上
齪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
不
可
々
々
、
(
治
承
四
年
六
月
十
日
条
)

 
 
 
 
宗
綱
の
逮
捕
か
ら
五
日
後
の
六
月
十
五
日
の
条
を
見
る
と
、
「
又

 
 
 
 
 
 
 
 
被
拷
問
之
間
、
申
種
々
事
等
云
々
」
と
あ
り
、
宗
綱
の

自
白
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
「
種
種
」
と
し
か
書
か
れ
て
な
い
の
で
そ

の
内
容
は
知
る
す
べ
が
な
い
が
、
は
ば
か
る
必
要
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
か
も
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し
れ
な
い
。

 
こ
の
宗
綱
の
役
割
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
既
に
山
本
幸
司
、

指
摘
し
て
い
る
。

梶
原
正
昭
が

そ
の
祖
母
は
六
条
顕
季
の
娘
で
、
そ
の
兄
弟
で
あ
る
家
保
の
孫
が
高
倉

宮
の
乳
母
子
で
あ
っ
た
六
条
亮
大
夫
宗
信
で
あ
る
か
ら
、
宮
と
も
い
さ

さ
か
関
わ
り
が
あ
り
、
ま
た
彼
の
従
兄
弟
に
当
た
る
権
中
納
言
伊
実
の

妻
の
父
の
範
兼
が
頼
政
の
従
兄
弟
と
い
う
わ
け
で
、
頼
政
と
も
つ
な
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 

り
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

 
梶
原
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
宗
綱
が
高
倉
宮
と
も
、
頼
政
と
も
「
い
さ
さ

か
関
わ
り
」
の
あ
る
人
物
だ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
い

さ
さ
か
の
関
係
だ
け
で
宗
綱
が
謀
叛
を
勧
め
、
高
齢
の
頼
政
が
謀
叛
を
決
心

し
た
と
は
思
え
な
い
。
高
倉
宮
、
頼
政
、
宗
綱
の
三
人
を
つ
よ
く
結
び
付
け

る
何
か
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
私
は
そ
の
人
物
こ
そ
院
近
臣
の
資
賢
、
も

し
く
は
後
白
河
院
本
人
で
は
な
か
ろ
う
か
と
お
も
う
。

 
さ
て
、
次
の
『
吉
記
』
の
養
和
元
年
九
月
二
十
一
日
の
記
事
に
は
、
頼
政

の
近
親
で
あ
る
埴
生
盛
兼
の
身
を
隠
し
て
い
た
場
所
が
前
回
三
三
資
賢
の
侍

の
家
で
あ
り
、
追
綱
は
資
賢
の
屋
敷
で
逮
捕
さ
れ
た
と
あ
る
。

自
殺
死
、
掻
切
咽
笛
又
前
少
納
言
三
綱
入
道
自
前
按
察
計
被
搦
出
云
々
、

未
曾
有
事
也
、

 
ま
た
、
次
の
『
玉
葉
』
の
記
事
に
よ
る
と
、
源
資
賢
が
宗
綱
と
談
義
し
た

と
の
う
わ
さ
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
平
家
の
追
及
を
恐
れ
て
い
た
こ
と
、
相
少

納
言
宗
綱
が
資
賢
の
婿
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

二
十
四
日
(
略
)
定
能
卿
来
、
談
雑
事
、
相
少
納
言
入
道
、
又
被
搦
取

了
、
是
資
賢
卿
之
計
、
件
人
、
一
両
度
来
臨
、
脱
字
、
両
人
響
動
義
之

由
、
世
間
之
人
、
令
沙
汰
云
々
、
爲
恐
其
思
、
資
賢
卿
搦
出
件
入
道
、

元
々
引
々
卿
睾
云
々
、
其
間
、
所
従
侍
自
害
云
々
、
皇
尊
之
間
、
直
轄

深
成
恐
云
々
、
(
養
和
元
年
九
月
二
十
四
日
条
)

 
と
こ
ろ
で
、
次
の
系
図
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
源
資
賢
の
も
う
一
人
の

女
婿
で
あ
る
光
能
の
妹
は
以
仁
王
の
妻
で
あ
り
、
資
賢
は
成
親
家
と
も
、
基

房
家
と
も
婚
姻
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
、
頼
政
と
も
無
縁
で
は
な
か
っ

た
。

(
略
)
後
聞
、
故
頼
政
法
師
郎
等
彌
太
郎
盛
兼
有
嫌
疑
事
、

之
繕
事
云
々
、
於
前
按
察
荘
家
、
前
幕
下
遣
武
士
、

 
 
 
 
故
三
士
宮

欲
搦
之
間
、
件
盛
兼

 
だ
と
す
る
と
、
こ
の
源
資
賢
が
以
仁
王
事
件
に
何
ら
か
の
形
で
関
わ
っ
て

い
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

 
さ
て
、
こ
の
源
資
質
は
保
元
三
年
に
後
白
河
配
給
司
に
な
っ
て
か
ら
、
院

の
今
様
の
師
と
し
て
の
関
係
も
あ
っ
て
院
の
信
任
を
受
け
て
き
た
人
物
で
、
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〔
系
図
〕

 
 
・
基
町

横
代
-
女

＝

・
家
成
晦
警
隆
保州

家

翻

 患
 成 L
ha i im r

謹＝奮女

女

訓
忠女

鹿
谷
事
件
以
後
は
、
生
き
残
っ
た
院
近
臣
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活

躍
し
て
い
た
。
源
資
賢
が
鹿
谷
事
件
以
後
の
院
と
基
房
の
反
平
家
行
動
に
積

極
的
に
協
調
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
治
承
三
年
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
と
き

に
、
息
子
、
孫
ま
で
一
緒
に
流
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。

 
も
ち
ろ
ん
、
流
人
の
身
に
あ
っ
た
彼
が
以
仁
王
の
挙
兵
計
画
に
直
接
参
画

し
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
、
資
財
の
婿
で
あ
る
宗
綱
と
光
能
と
が
、

以
仁
王
事
件
、
頼
朝
挙
兵
に
そ
れ
ぞ
れ
関
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
留
意
さ
れ

る
。
も
し
、
源
三
三
が
何
ら
か
の
形
で
挙
兵
計
画
に
係
わ
っ
て
い
た
と
し
た

ら
、
そ
の
背
後
に
後
白
河
院
の
暗
黙
の
諒
解
が
あ
っ
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
よ

う
。 

当
時
の
後
白
河
院
が
常
に
平
家
打
倒
の
意
思
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
以

仁
王
事
件
の
直
前
の
治
承
三
、
四
年
の
政
治
状
況
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

 
た
と
え
ば
、
治
承
三
年
十
月
の
除
目
。
清
盛
は
こ
の
年
の
六
月
に
藤
原
基

実
未
亡
人
で
あ
る
娘
の
盛
子
を
、
ま
た
八
月
に
は
長
男
の
重
盛
を
な
く
し
て

い
た
。
加
え
て
、
平
家
の
ア
キ
レ
ス
腱
で
あ
る
延
暦
寺
の
内
部
紛
争
の
鎮
圧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
も
心
を
砕
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
後
白
河
院
は
、
こ
の
機
会
を
の

が
さ
ず
、
も
う
一
方
の
反
平
氏
勢
力
の
中
心
で
あ
る
関
白
藤
原
基
房
と
の
結

合
を
つ
よ
め
て
清
盛
に
攻
撃
を
加
え
た
。
十
月
の
除
目
で
、
清
盛
の
推
し
た

女
婿
の
藤
原
基
通
を
さ
し
お
い
て
基
房
の
子
で
わ
ず
か
八
歳
の
師
家
を
権
中

納
言
に
任
命
し
、
維
盛
が
相
伝
し
た
重
盛
の
知
行
国
の
越
前
国
を
没
収
し
た
。

ま
た
、
盛
子
が
管
理
し
て
き
た
摂
関
家
領
の
管
理
権
を
も
握
り
、
自
分
の
近

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 
 

臣
の
藤
原
兼
盛
を
蔵
預
に
任
命
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
し
く
「
上
皇
與

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

關
白
。
可
令
滅
平
家
黛
類
之
由
。
有
密
謀
之
由
有
其
聞
」
と
思
わ
れ
る
行
為

で
あ
っ
た
。

 
次
に
治
承
四
年
の
寺
院
勢
力
の
企
て
。
こ
の
年
の
三
月
に
、
寺
院
勢
力
の

後
白
河
院
、
高
倉
院
奪
取
計
画
が
発
覚
す
る
。
主
導
し
た
の
は
園
城
寺
だ
っ

た
と
い
う
が
、
村
井
康
彦
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
院
は
衆
徒
と
何
ら
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
形
で
接
触
を
し
て
い
た
。
後
白
河
院
と
園
城
寺
と
の
結
合
関
係
は
、
応
保

二
年
夏
二
月
の
園
城
寺
専
使
覚
忠
の
天
台
座
主
任
命
、
治
承
二
年
一
月
の
園
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城
寺
で
の
秘
密
灌
頂
の
企
て
、
ま
た
、
治
承
三
年
十
一
月
の
ク
ー
デ
タ
ー
以

後
、
園
城
寺
で
の
千
日
講
俄
悔
が
断
絶
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
端
的
に
現
れ

 
 
 
 
ゆ
 

て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
寺
門
高
僧
記
』
の
「
谷
間
平
氏
謀
反
。
治
承
三
年
奉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

籠
法
皇
鳥
羽
殿
。
園
城
衆
徒
殊
懐
悲
。
法
皇
常
称
智
讃
門
徒
。
」
と
い
う
記

事
か
ら
も
後
白
河
院
と
園
城
寺
と
の
結
束
の
強
さ
は
知
ら
れ
る
。

 
さ
て
、
以
仁
王
の
謀
反
の
こ
と
が
明
る
み
に
出
た
の
は
、
こ
れ
か
ら
ニ
ケ

月
後
の
五
月
十
五
日
で
あ
っ
た
。
事
件
の
展
開
は
さ
て
お
い
て
、
発
覚
の
前

日
の
状
況
を
『
玉
葉
』
か
ら
見
る
と
、
平
家
側
は
後
白
河
院
を
鳥
羽
殿
か
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

京
に
移
し
て
お
り
、
そ
の
様
子
は
厳
重
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
以
仁
王
の

処
分
に
先
立
っ
て
後
白
河
院
の
出
御
を
急
い
で
い
る
こ
と
か
ら
、
平
家
側
が

三
月
の
寺
院
勢
力
の
企
て
の
延
長
線
上
で
こ
の
事
件
を
見
て
い
る
こ
と
が
推

測
さ
れ
よ
う
。

 
と
こ
ろ
で
、
平
家
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
身
を
隠
し
た
以

仁
王
が
向
か
っ
た
先
は
、
園
城
寺
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
以
仁
王
事
件
の
関
係

者
三
人
(
高
倉
宮
、
頼
政
、
相
少
納
言
重
事
)
は
そ
れ
ぞ
れ
後
白
河
院
の
近

臣
で
あ
る
資
賢
と
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
。

 
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
以
仁
王
の
挙
兵
計
画
の
背
後
に
院
近
臣
、
さ
ら
に
は

後
白
河
院
そ
の
人
の
意
思
が
動
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

 
と
こ
ろ
が
、
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
は
、
以
仁
王
事
件
の
背
後
の
後
白
河

院
あ
る
い
は
院
近
臣
の
存
在
は
一
切
語
ら
ず
、
頼
政
主
導
の
事
件
と
し
て
話

を
取
り
上
げ
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
な
以
仁
王
事
件
の
構
想
は
、
例
え
ば
、
成
親
の
私
怨
に
そ
の
原

因
を
求
め
る
鹿
谷
事
件
、
文
覚
を
挙
兵
の
示
唆
者
と
す
る
頼
朝
挙
兵
の
叙
述

態
度
と
通
じ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
三
 
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
頼
政
造
形

 
『
平
家
物
語
』
の
以
仁
王
事
件
話
群
に
は
、
以
仁
王
説
話
、
頼
政
説
話
、

信
連
説
話
を
中
心
に
、
園
城
寺
・
山
門
関
係
記
事
、
橋
合
戦
記
事
な
ど
が
複

雑
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
各
説
話
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
諸
本
に
扱
わ
れ

て
い
る
。
特
に
、
頼
政
説
話
の
場
合
は
、
諸
本
ご
と
に
そ
の
人
物
造
形
と
評

価
が
異
な
っ
て
い
て
、
検
討
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。

 
今
ま
で
の
研
究
で
は
、
諸
本
の
人
物
造
形
の
把
握
と
い
う
面
よ
り
、
説
話

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
さ
に
じ

の
展
開
、
変
質
と
い
う
面
か
ら
の
考
察
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。

 
そ
う
し
た
中
で
、
延
慶
本
の
場
合
、
頼
政
造
形
の
具
体
的
造
形
と
は
い
え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
め
 

な
い
が
、
赤
松
俊
秀
の
「
文
武
兼
備
の
智
将
」
、
生
形
貴
重
の
「
鶴
翼
給
タ

 
 
 
 
な
り
 

リ
シ
大
将
軍
」
像
な
ど
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

 
以
下
、
こ
れ
ら
の
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
延
慶
本
の
頼
政
像
に
つ
い
て
考

え
て
行
く
。

 
さ
て
、
延
慶
本
の
頼
政
造
形
の
特
徴
は
、
以
仁
王
事
件
の
位
置
付
け
に
求

め
ら
れ
よ
う
。

 
延
慶
本
は
以
仁
王
事
件
の
描
写
か
ら
、
後
白
河
院
及
び
院
近
臣
の
存
在
を

消
去
す
る
こ
と
で
、
頼
政
の
謀
反
を
成
親
謀
叛
、
頼
朝
謀
叛
と
は
違
う
も
の

と
し
て
位
置
付
け
て
い
く
。
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『
平
家
物
語
』
の
頼
政
造
形

延
慶
本
を
中
心
に

 
延
慶
本
は
、
鹿
谷
事
件
の
発
端
を
成
親
の
大
将
争
い
に
求
め
な
が
ら
も
、

後
白
河
院
が
そ
れ
を
黙
認
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
事
件
が
決
し
て

成
親
一
個
人
の
私
利
私
欲
の
招
来
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
た
。
頼
朝
挙
兵
の
場
合
も
、
そ
れ
を
後
白
河
院
の
院
宣
に
よ
る
も
の
と
し
、

そ
の
正
当
化
を
は
か
っ
て
い
た
。

 
と
こ
ろ
が
、
以
仁
王
事
件
の
場
合
は
、
事
件
と
後
白
河
院
の
関
係
を
ま
っ

た
く
否
定
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
う
え
、
治
承
四
年
の
冒
頭
記
事
に
院
側
近

の
物
故
者
の
一
人
と
し
て
生
き
て
い
た
資
賢
の
名
を
挙
げ
、
彼
の
存
在
そ
の

も
の
も
消
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
延
慶
本
は
三
つ
の
反
平
家
事
件
の
中
で
以

仁
王
事
件
だ
け
を
謀
叛
と
規
定
し
、
頼
政
だ
け
を
反
逆
者
と
し
て
描
き
出
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
こ
に
延
慶
本
の
以
仁
王
事
件
の
構
想
が
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
こ
う
し
た
構
想
の
う
え
で
、
延
慶
本
は
以
仁
王
事
件
を
反
逆
者
頼
政
の
起

こ
し
た
「
謀
叛
」
と
し
て
位
置
付
け
、
頼
政
が
「
末
代
の
賢
王
」
と
い
わ
れ

て
い
た
高
倉
宮
を
扇
動
し
て
い
く
過
程
を
詳
し
く
記
す
。

 
頼
政
は
、
治
承
四
年
四
月
十
四
日
の
夜
、
「
御
手
跡
な
ど
う
つ
く
し
く
あ

そ
ば
し
て
、
和
漢
の
才
秀
給
へ
る
仁
に
て
を
は
せ
し
か
ば
、
位
に
も
即
ま
し

ま
し
た
ら
ば
、
末
代
の
賢
王
と
も
申
べ
し
」
と
人
々
に
思
わ
れ
て
い
た
高
倉

宮
を
尋
ね
、
謀
反
を
勧
め
る
。
延
慶
本
の
「
頼
政
入
道
宮
に
謀
叛
申
押
目
付

令
旨
事
」
の
章
段
に
は
頼
政
の
宮
を
説
得
す
る
過
程
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い

る
。 

頼
政
の
説
得
の
言
葉
は
諸
本
ご
と
に
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
延
慶
本
の
場

合
、
ほ
か
の
諸
本
と
は
異
な
る
独
自
の
構
成
を
な
し
て
い
る
。

 
本
文
の
引
用
は
省
略
す
る
が
、
頼
政
は
清
盛
の
悪
行
を
列
挙
し
た
あ
と
、

「
挙
義
兵
討
逆
臣
、
奉
慰
法
皇
之
叡
慮
、
至
適
群
臣
之
怨
望
、
専
在
此
糸
」

(
第
二
中
「
頼
政
入
道
宮
に
謀
反
進
思
付
令
旨
事
」
Y
と
、
義
兵
を
名
乗
り
、

水
性
火
性
論
を
も
っ
て
清
盛
・
宗
盛
父
子
に
勝
て
る
と
壮
語
す
る
。

 
こ
の
頼
政
の
義
兵
説
は
自
害
の
場
面
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
延
慶
本
の
頼

政
は
、
自
害
の
直
前
に
、
「
身
仕
六
代
之
賢
君
、
齢
及
愈
々
之
衰
老
。
官
位

已
越
冬
祖
、
武
略
不
耳
糞
倫
。
為
道
為
家
、
有
慶
無
恨
。
偏
為
天
下
、
恥
部

挙
兵
。
錐
亡
命
於
此
時
、
面
心
名
匠
後
世
」
(
二
中
「
源
三
位
頼
政
自
害
事
」
)

と
、
天
下
の
た
め
に
挙
兵
を
起
こ
し
た
事
を
繰
り
返
し
て
語
っ
て
い
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
延
慶
本
の
頼
政
の
言
説
は
高
倉
宮
を
説
得
す
る
た
め
の
高
言

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
延
慶
本
は
頼
政
関
連
記
事
の
最
期
に
「
源
三
位
入
道
謀

反
之
由
来
事
」
の
章
段
を
位
置
さ
せ
、
頼
政
の
謀
叛
の
動
機
が
子
息
仲
綱
へ

の
無
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
文
を
あ
げ
よ
う
。

抑
今
度
の
謀
叛
を
謙
れ
ば
、
馬
故
と
そ
聞
え
し
。
(
略
)
伊
豆
尊
墨
事

を
聞
て
、
不
安
事
に
思
て
、
父
の
入
道
に
申
け
る
は
、
「
心
う
き
事
に

こ
そ
候
へ
。
さ
し
も
惜
く
思
候
馬
を
、
宗
盛
が
許
へ
煽
て
候
へ
ば
、
一

門
他
門
酒
宴
し
候
け
る
座
敷
に
て
、
『
其
仲
綱
丸
に
轡
は
げ
て
引
出
て

打
網
』
な
む
ど
申
て
、
散
々
に
悪
口
薬
量
な
る
。
人
に
か
く
い
は
れ
て

も
、
世
に
な
が
ら
へ
、
人
に
向
て
面
を
並
べ
き
か
。
自
害
を
せ
ば
や
」

と
申
す
。
誠
に
志
し
つ
く
し
か
た
し
。
入
道
た
の
み
切
だ
る
嫡
子
を
選
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て
、
長
ら
へ
て
な
に
に
か
は
せ
む
な
れ
ば
、
此
意
趣
を
思
て
、
宮
を
も

勧
め
奉
り
、
謀
反
を
も
発
し
た
り
け
り
。
誠
に
憤
り
を
含
む
も
理
也
」

(
第
二
中
「
源
三
位
入
道
謀
反
之
由
来
事
」
)

 
つ
ま
り
、
延
慶
本
の
頼
政
は
決
し
て
世
の
た
め
に
憤
然
と
立
ち
上
が
っ
た

義
兵
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ち
な
み
に
、
諸
本
の
中
で
頼
政
に
義

兵
の
言
葉
を
語
ら
せ
て
い
る
の
は
、
延
慶
本
と
盛
衰
記
だ
け
で
あ
り
、
盛
衰

記
は
延
慶
本
と
は
異
な
る
構
成
を
な
し
て
い
る
。
盛
衰
記
の
頼
政
は
国
の
た

め
に
憤
然
と
立
ち
上
が
り
、
壮
烈
に
死
ん
で
い
く
義
兵
、
新
し
い
時
代
の
予

言
者
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

 
さ
て
、
延
慶
本
は
そ
の
よ
う
な
構
想
の
う
え
で
、
物
語
に
お
い
て
の
頼
政

の
役
割
を
縮
小
し
て
い
く
。
延
慶
本
の
頼
政
に
は
義
将
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
が

準
備
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
謀
叛
の
発
覚
し
た
後
の
物
語
の
展
開
に
お
い

て
、
頼
政
の
役
割
は
他
諸
本
に
比
べ
て
相
対
的
に
縮
小
さ
れ
て
お
り
、
延
慶

本
の
三
井
寺
牒
状
、
六
波
羅
夜
討
ち
、
宇
治
合
戦
の
描
写
は
園
城
寺
衆
徒
の

活
躍
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

 
ま
ず
、
三
井
寺
牒
状
の
部
分
を
み
よ
う
。

 
頼
政
か
ら
の
知
ら
せ
で
謀
叛
の
発
覚
し
た
事
を
知
っ
た
高
倉
宮
は
、
園
城

寺
へ
逃
げ
る
。
高
倉
宮
を
受
け
入
れ
た
園
城
寺
で
は
大
衆
倉
議
を
し
、
延
暦

寺
と
興
福
寺
に
牒
状
を
送
り
、
六
波
羅
の
夜
討
ち
を
断
行
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
部
分
か
ら
、
延
慶
本
は
明
ら
か
に
園
城
寺
の
衆
徒
の
役
割
を
強
調
し
て

お
り
、
頼
政
の
比
重
は
相
対
的
に
縮
小
さ
れ
る
。

 
延
慶
本
は
、
三
井
寺
牒
状
の
日
付
を
五
月
十
七
日
、
頼
政
の
三
井
寺
入
り

を
二
十
日
と
設
定
す
る
こ
と
で
、
頼
政
の
来
る
ま
え
に
、
牒
状
が
送
ら
れ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ち
な
み
に
、
源
平
盛
衰
記
の
場
合
、
「
様
々
軍
の

談
義
評
定
し
け
る
中
に
、
三
位
入
道
も
う
し
け
る
は
、
合
戦
の
習
ひ
、
勢
に

は
依
ら
ず
。
謀
を
む
ね
と
す
と
申
し
傳
へ
た
れ
ど
も
、
南
都
山
門
へ
牒
状
を

遣
わ
し
て
、
大
衆
を
召
さ
る
べ
き
か
と
宣
ふ
」
と
頼
政
の
役
割
が
強
調
さ
れ

て
お
り
、
ほ
か
の
諸
本
に
も
、
三
井
寺
牒
状
の
日
付
を
頼
政
の
園
城
寺
入
り

の
後
と
す
る
。

 
六
波
羅
夜
討
ち
の
場
面
も
同
様
で
あ
る
。
延
慶
本
は
六
波
羅
夜
討
ち
の
こ

と
が
大
衆
愈
議
で
決
め
ら
れ
た
と
し
、
計
画
を
園
城
寺
主
導
で
進
め
て
い
く
。

襲
撃
に
出
る
人
々
の
名
乗
り
も
「
山
の
手
へ
向
ふ
老
僧
に
は
、
一
能
房
阿
閣

利
心
海
、
素
因
五
二
猛
悪
慶
宗
、
給
費
房
阿
閣
利
覚
勢
、
経
修
房
阿
雪
融
、

武
士
に
は
源
三
位
入
道
頼
政
を
始
め
と
し
て
、
物
の
用
に
叶
げ
も
な
き
老
僧

五
百
人
」
(
第
二
中
「
三
井
寺
よ
り
六
波
羅
へ
寄
と
す
る
事
」
)
と
あ
る
よ
う

に
、
園
城
寺
の
衆
徒
の
名
前
を
先
に
挙
げ
る
。
こ
の
辺
、
覚
一
本
は
「
大
将

軍
に
は
源
三
位
頼
政
」
と
、
頼
政
の
名
前
を
最
初
に
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
外

の
諸
本
は
夜
討
ち
の
計
画
が
頼
政
の
提
案
に
よ
る
も
の
と
設
定
し
て
い
る
。

 
さ
て
、
六
波
羅
夜
討
ち
が
失
敗
し
、
戦
勢
の
不
利
を
判
断
し
た
頼
政
と
高

倉
宮
は
南
都
の
方
に
向
か
っ
た
。
だ
が
、
宮
の
南
都
落
ち
を
聞
い
た
平
家
軍

が
急
襲
し
た
た
め
宇
治
川
を
挟
ん
で
戦
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
宇
治
川
合
戦

の
描
写
は
諸
本
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
延
慶
本
は
、
頼

政
た
ち
の
奮
戦
ぶ
り
よ
り
は
三
井
寺
僧
ら
の
活
躍
を
積
極
的
に
語
っ
て
い
る
。
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こ
の
辺
、
長
門
本
は
頼
政
を
中
心
に
合
戦
を
描
い
て
お
り
、
盛
衰
記
の
描
写

も
ま
た
頼
政
一
族
を
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
。

 
乱
戦
の
間
に
、
宮
は
落
ち
延
び
、
頼
政
も
「
矢
弾
尽
し
、
手
負
う
て
後
は
、

今
は
叶
は
じ
」
(
第
二
中
「
宮
南
都
へ
落
給
置
付
宇
治
に
て
合
戦
事
」
)
と
、

南
都
へ
向
っ
て
逃
げ
て
行
く
が
力
及
ば
ず
、
木
津
川
の
ほ
う
で
自
害
を
決
行

す
る
。
本
文
を
あ
げ
る
。

三
位
入
道
は
右
の
膝
節
を
射
さ
せ
た
り
け
る
が
、
木
津
河
の
は
た
に
て

高
き
岸
の
有
け
る
隠
に
て
、
鎧
ぬ
ぎ
す
て
馬
よ
り
下
つ
つ
、
息
つ
ぎ
居

た
り
け
る
が
、
念
仏
百
返
計
当
て
、
和
歌
を
ぞ
一
首
読
れ
け
る
。

 
埋
木
の
花
さ
く
事
も
無
り
し
に
み
の
な
る
は
て
ぞ
哀
な
り
け
る

此
謡
歌
な
ど
可
読
と
こ
そ
覚
え
ね
ど
も
、
心
に
好
む
事
な
れ
ば
、
斯
様

の
折
も
せ
ら
れ
け
る
こ
そ
哀
な
れ
。
渡
辺
党
に
長
七
唱
と
盛
者
に
、

「
頸
う
て
」
と
被
重
け
れ
ど
も
、
垂
頸
を
取
む
事
さ
す
が
に
や
覚
け
む
、

「
自
害
を
せ
さ
せ
給
へ
か
し
」
と
辛
け
れ
ば
、
太
刀
を
腹
に
さ
し
当
て

て
、
う
つ
臥
に
伏
た
り
け
る
。
(
第
二
中
「
源
三
位
入
道
自
害
事
」
)

 
頼
政
の
最
後
の
奮
戦
ぶ
り
を
強
調
し
て
い
る
長
門
本
、
盛
衰
記
な
ど
に
比

べ
る
と
、
延
慶
本
の
頼
政
最
期
の
記
事
は
簡
単
で
物
足
り
な
い
感
じ
が
す
る
。

 
こ
の
よ
う
に
延
慶
本
は
頼
政
の
活
躍
を
決
し
て
美
化
し
て
描
か
な
い
。
諸

本
に
共
通
す
る
頼
政
の
勲
功
諌
に
も
、
延
慶
本
の
そ
の
よ
う
な
叙
述
態
度
は

う
か
が
え
よ
う
。

 
延
慶
本
は
頼
政
の
死
後
に
「
頼
政
ぬ
え
射
る
笠
付
三
位
に
叙
せ
し
事
」
の

章
段
を
位
置
さ
せ
、
三
位
昇
進
、
近
衛
院
の
時
の
変
化
退
治
、
二
条
院
の
時

の
鶴
退
治
と
い
う
三
つ
の
勲
功
談
を
記
し
て
は
い
る
が
、
頼
政
の
行
動
に
つ

い
て
賞
賛
の
評
語
を
一
切
語
ら
な
い
。
そ
の
う
え
、
「
其
時
伊
豆
国
者
は
っ

て
、
子
息
沓
型
受
領
に
な
し
、
我
身
三
位
し
、
丹
波
の
五
箇
庄
、
若
狭
の
と

う
宮
川
知
行
し
て
、
さ
て
を
は
す
べ
か
り
し
人
の
、
由
な
き
謀
反
起
し
て
、

宮
を
も
失
ひ
奉
り
、
我
身
も
亡
び
、
子
息
所
従
に
至
る
ま
で
亡
ぬ
る
こ
そ
う

た
て
な
れ
」
と
章
段
を
ま
と
め
、
頼
政
へ
の
非
難
の
姿
勢
を
示
す
。

 
こ
う
し
た
延
慶
本
の
構
想
は
、
頼
政
の
起
こ
し
た
謀
反
が
、
高
倉
宮
の
死

を
は
じ
め
、
遷
都
、
戦
乱
と
、
次
々
に
世
の
大
事
件
を
巻
き
起
し
た
と
の
解

釈
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

 
延
慶
本
は
宮
を
尋
ね
る
頼
政
の
行
動
を
最
初
か
ら
「
謀
叛
」
と
し
て
規
定

し
、
「
大
将
の
子
息
三
位
に
語
る
事
」
、
「
前
中
三
王
言
付
元
三
之
事
」
、
「
後

三
条
院
の
宮
古
」
、
「
法
皇
の
御
子
之
事
」
の
四
つ
の
章
段
を
設
け
、
頼
政
と

以
仁
王
の
謀
叛
を
非
難
し
て
い
く
。
本
文
を
あ
げ
る
。

①
「
皇
子
に
は
お
は
し
ま
さ
ず
」
と
云
な
し
て
、
源
以
光
と
号
し
奉
る
。

 
築
き
法
皇
の
御
子
ぞ
か
し
。
凡
人
に
さ
へ
成
し
奉
る
こ
そ
心
憂
け
れ
。

 
頼
政
は
ゆ
ゆ
し
く
申
し
か
ど
も
、
遠
国
ま
で
は
云
に
不
及
、
近
国
の
者

 
も
念
ぎ
打
上
も
な
し
。
語
つ
る
山
門
の
大
衆
さ
へ
心
還
し
て
し
か
ば
、

 
云
甲
斐
な
し
。
(
第
二
中
「
大
将
の
子
息
三
位
に
除
す
る
事
」
)

②
昔
延
喜
の
帝
の
第
十
六
の
御
子
、
兼
明
親
王
、
村
上
帝
第
八
御
子
、
具
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平
親
王
と
て
、
二
人
を
は
せ
し
か
ば
、
前
中
書
王
、
後
中
書
王
と
て
、

 
華
墨
聖
主
の
御
子
に
て
、
才
知
才
芸
目
出
度
く
わ
た
ら
せ
給
し
か
ど
も
、

 
王
位
に
即
せ
給
事
は
別
の
御
事
な
れ
ば
、
さ
て
こ
そ
止
み
給
し
か
。
さ

 
れ
ど
も
謀
反
を
や
起
し
給
し
。
(
第
二
中
「
前
中
書
王
事
付
元
慎
望
事
」
)

③
後
三
条
院
第
三
皇
子
、
輔
仁
親
王
と
て
御
座
す
。
目
出
た
き
賢
人
に
て

 
座
せ
し
か
ば
、
(
略
)
か
か
り
け
れ
ど
も
、
御
即
位
相
違
し
て
け
れ
ば
、

 
三
の
宮
い
か
ば
か
り
本
意
な
く
直
心
食
け
れ
ど
も
、
世
の
乱
や
は
出
来

 
し
。
(
略
)
此
を
ば
非
職
の
輩
、
お
お
け
な
き
事
を
思
企
た
り
け
り
。

今
の
三
位
入
道
の
思
立
れ
け
む
は
、
是
に
は
似
る
べ
き
事
な
ら
ね
ど
も
、

 
遂
に
前
途
を
不
達
し
て
、
宮
を
失
ひ
奉
り
、
我
身
も
滅
ぬ
る
事
こ
そ
、

 
返
す
返
す
も
あ
さ
ま
し
け
れ
(
第
二
中
「
後
三
条
院
の
宮
事
」
)

④
六
条
殿
と
申
女
房
の
御
腹
に
、
法
皇
の
御
子
御
座
け
る
を
ば
、
兵
部
大

 
夫
時
行
後
娘
、
故
建
春
門
院
の
御
子
に
養
ま
ひ
ら
せ
て
、
(
略
)
今
年

 
十
二
才
に
ぞ
成
せ
給
ふ
。
か
か
る
世
の
乱
れ
な
れ
ば
、
御
受
戒
の
沙
汰

 
に
も
不
及
、
沙
弥
に
て
ぞ
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
る
。
風
吹
は
木
不
安
心
地

 
し
て
、
余
所
ま
で
も
苦
し
が
り
け
り
。
為
身
、
為
人
、
無
善
事
引
出
た

 
り
け
る
頼
政
哉
。

 
つ
ま
り
、
延
慶
本
は
頼
政
の
高
言
や
(
①
)
、
彼
の
起
こ
し
た
謀
叛
が
自

分
や
高
倉
宮
は
も
ち
ろ
ん
、
宮
の
子
息
、
後
白
河
院
の
御
子
の
不
幸
を
も
招

い
た
こ
と
を
非
難
す
る
一
方
(
③
・
④
)
、
頼
政
の
謀
叛
を
承
諾
し
た
以
仁

王
を
も
非
難
し
て
い
る
(
②
・
③
)
。

 
諸
本
の
頼
政
の
行
動
に
つ
い
て
の
評
価
は
様
々
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
謀
叛

と
す
る
の
は
延
慶
本
・
覚
一
本
だ
け
で
、
四
部
合
戦
状
本
に
は
「
由
な
き
事
」
、

長
門
本
に
は
「
あ
し
き
事
」
、
源
平
盛
衰
記
に
は
「
悪
事
」
と
だ
け
あ
る
。

い
ず
れ
も
批
判
的
な
言
辞
で
は
あ
る
が
、
延
慶
本
ほ
ど
つ
よ
く
否
定
は
し
て

い
な
い
。

 
と
こ
ろ
で
、
延
慶
本
の
「
謀
叛
」
の
用
例
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の

例
は
多
い
も
の
の
、
「
帝
位
を
傾
奉
ら
む
と
す
る
謀
叛
」
(
第
二
末
「
昔
し
将

門
を
被
追
討
事
」
)
の
意
味
に
当
て
ら
れ
て
い
る
人
物
は
、
平
将
門
、
広
嗣
、

信
頼
、
頼
政
、
頼
朝
く
ら
い
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
源
頼
朝
の
場
合
、
そ
れ

が
後
白
河
院
宣
と
高
倉
宮
の
令
旨
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
の
で
、
頼
政
の
謀
反
と
は
異
な
る
設
定
と
な
る
。
つ
ま
り
、
延

慶
本
は
頼
政
の
行
動
だ
け
を
、
反
逆
者
・
朝
敵
の
先
例
で
あ
る
玉
将
門
、
広

嗣
の
謀
叛
と
同
様
に
規
定
し
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
に
、
延
慶
本
の
頼
政
造
形

の
横
…
想
の
特
色
が
あ
る
。

 
要
す
る
に
、
延
慶
本
の
以
仁
王
事
件
は
頼
朝
挙
兵
と
は
違
う
「
謀
叛
」
で

あ
り
、
延
慶
本
の
提
示
す
る
頼
政
像
は
息
子
の
た
め
に
謀
叛
を
起
こ
し
、

「
末
代
の
賢
王
」
を
死
な
せ
た
人
物
で
あ
る
の
だ
。
延
慶
本
の
語
る
頼
政
の

姿
は
「
鶴
射
給
タ
リ
シ
大
将
軍
」
、
「
文
武
兼
備
の
智
将
」
の
そ
れ
と
は
掛
け

離
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
四
 
ま
と
め

治
承
四
年
五
月
に
発
覚
し
た
、
い
わ
ゆ
る
以
仁
王
事
件
は
そ
の
直
後
の
遷
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都
、
頼
朝
蜂
起
の
直
接
的
な
引
き
金
と
な
る
歴
史
的
事
件
で
あ
っ
た
。

 
二
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
以
仁
王
事
件
の
背
後
に
は
院
近
臣
の
資
賢
、
も

し
く
は
後
白
河
院
の
存
在
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
高
齢
の
頼
政
が

余
生
の
安
泰
を
投
げ
捨
て
た
理
由
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

そ
の
点
で
、
古
態
本
の
延
慶
本
の
治
承
四
年
の
冒
頭
記
事
に
、
後
白
河
院
側

近
の
物
故
者
の
一
人
と
し
て
資
賢
の
名
が
見
え
る
の
は
興
味
深
い
。
延
慶
本

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
 

が
資
賢
一
族
の
描
写
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ

は
単
な
る
錯
誤
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
は
以
仁
王
事
件
の
実
態
に
つ
い
て
は

ま
っ
た
く
語
ら
ず
、
そ
れ
を
頼
政
主
導
の
事
件
と
し
て
取
り
上
げ
、
子
息
仲

綱
と
宗
盛
と
の
馬
争
い
に
動
機
を
求
め
る
。

 
そ
の
よ
う
な
『
平
家
物
語
』
の
構
想
は
、
例
え
ば
、
成
親
の
私
怨
に
そ
の

原
因
を
求
め
る
鹿
谷
事
件
、
文
覚
を
挙
兵
の
示
唆
者
と
す
る
頼
朝
挙
兵
の
叙

述
態
度
と
通
じ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

 
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
構
想
に
あ
わ
せ
て
、
以
仁
王

事
件
を
位
置
付
け
て
い
く
。

 
以
仁
王
事
件
と
頼
朝
挙
兵
と
を
積
極
的
に
関
係
付
け
て
い
く
長
門
本
、
源

平
盛
衰
記
、
以
仁
王
事
件
と
頼
朝
挙
兵
と
の
関
連
性
を
ま
っ
た
く
否
定
す
る

覚
一
本
、
そ
の
関
連
性
は
認
め
る
も
の
の
「
謀
叛
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い

る
延
慶
本
と
、
諸
本
の
以
仁
王
事
件
の
扱
い
方
は
様
々
で
あ
る
。

 
諸
本
の
頼
政
像
も
ま
た
、
そ
の
位
置
付
け
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
頼

政
の
「
謀
反
」
を
強
調
し
、
頼
朝
と
の
差
別
化
を
は
か
る
延
慶
本
、
文
武
兼

備
の
源
氏
の
老
将
と
し
て
描
い
て
い
く
長
門
本
、
頼
政
の
非
凡
さ
を
積
極
的

に
語
っ
て
い
る
源
平
盛
衰
記
、
頼
政
父
子
の
権
柄
に
た
い
す
る
不
満
を
示
し

て
い
る
覚
一
本
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
以
仁
王
事
件
の
構
想
に
よ
り
様
々
な
展

開
を
見
せ
て
い
る
。

〔
注
〕

 
注
1

注注32注
4

注
5

注旧注876
上
横
手
雅
敬
、
『
平
家
物
語
の
虚
構
と
真
実
』
(
島
田
心
房
 
一
九
八

五
)村

井
康
彦
、
『
平
家
物
語
の
世
界
』
(
徳
間
書
店
 
一
九
七
三
)

安
田
元
久
、
『
後
白
河
上
皇
』
(
吉
川
弘
文
館
 
一
九
八
六
)

『
山
回
記
』
治
承
三
年
十
一
月
二
十
五
日
条
「
巨
人
云
、
高
倉
宮
二

宮
也
、
故
高
倉
三
位
腹
、
知
行
之
常
興
一
州
九
條
、
太
政
大
臣
信
長
所
建
立
、

被
付
天
台
座
主
明
家
云
々
」

兼
実
は
、
親
が
五
位
止
ま
り
だ
っ
た
の
で
頼
政
の
従
三
位
任
命
は

「
珍
事
」
だ
と
す
る
。
(
『
玉
葉
』
治
承
二
年
十
二
月
二
十
四
日
の

条
)田

中
文
英
、
「
後
白
河
院
政
期
の
政
治
権
力
と
権
門
寺
院
」
(
日
本

史
研
究
五
十
号
 
一
九
八
三
)

山
本
幸
司
、
『
頼
朝
の
精
神
史
』
(
講
談
社
 
一
九
九
八
)

梶
原
正
昭
、
『
頼
政
挙
兵
』
(
武
蔵
野
書
院
 
一
九
九
八
)

①
六
月
十
七
日
(
『
山
回
記
』
)

 
(
略
)
子
剋
白
川
殿
准
母
、
故
六
二
撮
政
室
、
六
波
羅
入
道
大
一
一

 
刻
、
於
白
河
亭
(
略
)
虫
唾
、
日
巡
回
悩
憔
埣
干
入
道
相
国
被
参
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伊
都
伎
島
間
也
、

②
七
月
二
十
九
日
(
『
玉
葉
』
)

 
廿
九
、
乙
酉
今
暁
、
入
道
内
府
莞
去
云
々
、

③
八
月
三
日
(
『
玉
葉
』
)

或
説
去
夜
云
々
、

注
9

注注注
12 11 10

(
略
)
湘
南
云
、
延
暦
寺
堂
衆
追
討
事
後
了
云
々
、
奉
公
職
事
光

 
能
、
有
夢
想
事
云
々
、
但
詩
語
巷
之
説
也
、
難
題
實
説
歎
、

④
十
月
三
日
(
『
山
椀
記
』
)

(
略
)
今
日
為
る
焼
佛
近
江
導
車
暦
応
被
遣
官
兵
云
々
、
平
宰
相

 
教
盛
奉

 
仰
差
遣
郎
從
等
、

⑤
十
月
十
九
日
(
『
玉
葉
』
)

(
略
)
傳
聞
追
討
延
暦
寺
堂
衆
使
、
更
被
仰
爾
人
、
知
盛
、
纏
盛

 
等
卿
云
々

①
十
月
八
日
間
『
玉
葉
』
)

(
略
)
今
夜
俄
被
行
叙
位
、
從
三
位
藤
師
家
、
只
一
人
也
、
上
卿

 
藤
大
納
言
云
々
、
明
日
除
書
、
可
補
中
納
言
云
々
、
生
年
八
歳

②
十
一
月
十
四
日
(
『
山
首
記
』
)

(
略
)
入
道
大
相
國
函
数
千
軍
兵
福
原
上
洛
、
被
着
八
干
犯
、
京

 
師
怖
恐
、
衆
口
予
々
、
或
日
、
故
内
大
臣
所
賜
之
越
前
國
法
皇

召
取
之
、
大
成
怨
、
又
白
河
殿
庄
園
法
皇
又
有
御
沙
汰
、
又
除

目
間
被
擦
等
不
甘
心
云
々

『
百
錬
抄
』
治
承
三
年
十
一
月
十
五
日
の
条

『
平
家
物
語
の
虚
構
と
真
実
』
、
前
掲
書

『
山
椀
記
』
治
承
四
年
十
二
月
十
六
日
の
条
「
自
今
日
一
院
御
方

 
 
 
如
先
々
被
行
千
日
御
講
、
権
大
僧
都
層
面
為
御
導
師
、
御
俄
法
衆

 
 
 
三
人
被
召
云
々
、
去
年
十
一
月
以
来
画
具
」

注
1
3
 
『
寺
門
高
僧
記
』
 
続
群
書
類
従
二
十
八
聖
上

注
且
 
『
玉
葉
』
治
承
四
年
三
月
十
七
日
条
「
(
略
)
三
夜
、
蔵
人
左
衛
門

 
 
 
椹
佐
光
長
来
語
云
、
御
幸
延
引
事
、
昨
日
申
刻
依
有
可
示
之
事
向

 
 
 
大
理
第
、
以
件
人
説
始
所
信
也
、
園
城
寺
大
衆
護
起
相
語
延
暦
寺

 
 
 
及
南
都
衆
徒
、
参
法
皇
及
上
皇
宮
、
可
奉
盗
出
両
主
命
由
、
去
八

注
1
5

注
1
6

注
1
7

注
1
8

日
成
評
議
、
(
略
)
此
事
法
皇
自
撰
仰
遣
前
月
下
之
許
、
傍
爲
實
説

云
々
者
、
此
事
偏
天
狗
之
所
也
、
佛
法
王
法
滅
書
唖
蝉
」

頼
政
説
話
の
原
態
を
文
武
兼
備
の
武
将
、
智
将
と
想
定
す
る
赤
松

俊
秀
論
(
「
頼
政
説
話
に
つ
い
て
(
上
)
(
下
)
1
平
家
物
語
原
本

に
つ
い
て
の
艦
首
1
」
(
「
文
学
」
 
七
二
・
七
、
八
)
)
、
信
連
合

戦
の
成
長
を
宮
物
語
と
の
関
係
で
考
察
し
た
青
木
淑
子
論
(
「
信
連

合
戦
の
成
長
に
つ
い
1
延
慶
本
平
家
物
語
を
中
心
に
一
」
(
軍
記
と

語
り
物
)
 
七
二
・
二
)
、
渡
辺
党
の
存
在
に
注
目
し
、
橋
合
戦
の

伝
承
構
造
を
把
握
し
た
谷
口
広
之
論
(
「
橋
合
戦
の
伝
承
構
造
-
渡

辺
党
と
軍
語
り
」
(
「
同
志
社
国
文
学
」
 
八
八
・
六
)
な
ど
が
あ
る
。

赤
松
俊
秀
、
「
頼
政
説
話
に
つ
い
て
(
下
)
1
平
家
物
語
の
原
本
に

つ
い
て
の
続
論
1
」
(
「
文
学
」
 
一
九
七
二
・
八
)

生
形
貴
重
、
「
平
家
物
語
以
仁
王
・
頼
政
事
件
の
位
置
付
け
-
1
末
代

の
賢
王
殺
害
の
構
造
1
」
(
「
日
本
文
学
」
 
一
九
八
七
・
七
)

小
林
美
和
、
「
後
白
河
院
説
話
の
周
辺
一
延
慶
本
物
語
に
お
け
る
」

(「

`
承
文
学
研
究
」
 
一
九
八
八
・
五
)
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『
平
家
物
語
』
の
頼
政
造
形

延
慶
本
を
中
心
に


